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－アメリカ少年司法における少年の匿名性の保護－
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少年法第６１条は，
「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年の時に犯した罪により公訴を提起

された者については， 氏名， 年齢， 職業， 住居， 容ぼう等によりその者が当該事件の本人であるこ

とを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない．」と

規定している． 従来わが国においては事件報道において実名を使うことが園例化されており， 未成

年者に対してこのように例外的な配慮がなされているのは，
「少年法全体を通じて流れている少年保

護の精神に基づくものであ」（１｝り， 記事等の掲載を禁止する趣旨は「少年の名誉やプライバシーを保

護するとともに， 過ちを犯した不幸な少年を保護し， 将来の更生を見守ろうというあたたかい目に

ほかならない．」
姥）と説明されている．

　

他方， この規定は禁止規定であるが， 罰則を設けていないことについて「憲法２１条の言論出版の

自由を尊重する意味から， 報道機関の自主規制にかからしめる趣旨である．」
｛３）と説明されている．

しかしながらこの点について検討を加える憲法学説はほとんどない（４｝．

　

ところで， わが国の少年法が保護主義の精神に貫かれ， アメリカ法， とりわけパレンス・パトリ

エの思想の影響を強く受けて制定されたことは広く知られている（５）． 我が国の少年法の制定に大き

な影蝿Ｆを与えた少年裁判所運動の発祥の国，アメリカでは，１９世紀までは，少年裁判所は存在せず，

少年に対しても， 成人と同一の権利が保障され， 少年と同一の刑罰が適用されていた． しかし，２０

世紀に入って， 人道上の見地から， 各州で少年裁判所が設置され， パレンス・パトリエの法理を背

景にして， 少年手続については一般の刑事手続とは異なる特別の保障が認められるようになった．

ところが， １９６７年のｌｎｒｅＧａｍｔ事件を契機にして， 少年手続のデュー・プロセス化がすすむこと

になる． 生徒の表現の自由が争われたＴｉｍ（ｅｒ事件において「生徒は学校の内外を問わず， 憲法の保

護する 『人』 である．」
｛６）という著名な法廷意見を書いたフォータス裁判官は， Ｇａｕｌｔ判決において

も，
「デュー・プロセス条項や ＢｉｌｌｏｆＲｉｇｈｔｓは成人専用の規定ではない」（７にとを高らかに官言し

た． このＧａｍｔ判決は 「少年裁判手続にもデュー・プロセス条項の保障が及ぶことを明らかにし，
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子どもの権利論の幕開けともいうべき位置を占めて」（８）おり， その後， 連邦最高裁では， 各種の憲法

上の手続的権利の保障を欠く州法に対して違憲判決が相次いで下されたニ

　

しかし， このように， 連邦最高裁は， 少年裁判手続にも成人並みのデュー・プロセスの保障を要

求する一方で， 少年裁判所制度の基本理念であるパレンス・パトリエの法理を放棄したわけではな

かった． 連邦最高裁は， これらの一連の判決のなかでも， 少年裁判手続の非公開をはじめとして少

年裁判制度の持つ 「親しみがありインフォーマルで保護的な少年手続の理想」（９）を認めている．

　

本稿は， このようにデュー・プロセスの要請とパレンス・パトリエの法理とが対抗関係にあるア

メリカの少年司法における少年の氏名公表の禁止の問題を検討するものである． アメリカにおいて

も， ほとんどすべての州で， 少年保護， 更生の目的から， 少年の匿名を保護するために， 少年の氏

名等の公表を禁止する法律が制定されているが， マス・メディアによる実名報道の結果， これらの

州法が第一修正の保障する表現の自由に抵触しないかが争われた事件はそれほど多くはない． その

中で， 連邦最高裁は，１９７７年のｏｋｌａｌｌｏｍａ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ Ｃｏ‐ｖ．Ｄｉｓｔｒｉｃｔ Ｃｏｕｒ事件｛１０）と１９７９年の

Ｓｍｉｔｈｖ．Ｄａｉｌｙ ＭａｉＩＰｕｂｌｉｓｈｉｎｇＣｏ‐事件（１１に おいてこの問題に直面した．

　

本稿は， アメリカ少年司法における少年の実名報道の可否を検討するものであるが， その前提作

業として， まず，１１． において，アメリカにおける少年裁判所制度がどのように展開してきたのか，
またＧａｕｌｔ判決を契機とする少年司法のデュー・プロセス化の要請のなかで， この要請と少年裁判

所の基本理念をどのように調和させてきたのか，について連邦最高裁の判例を素材にして検討する．
この点については， すでに多くの研究がみられるが， ここでは， 本稿の問題関心に即して， 少年司

法の実名報道の問題を検討するのに必要な限りで， 概略するに止める。 そして，ｌ

　

ｎ． では， 少年の

匿名性の保護に関する判例， 学説を紹介し，Ｉ

　

Ｖ． において， その代表的な判決であるＳｍｉｔｈ判決の

問題点を批判的に検討する．

　

本稿のアメリカ少年裁判手続における少年の匿名性の保護の問題の検討を通して 「常に許される

かどうかは， 難しい問題である」｛１２）とされる実名報道の憲法上の可否の問題を検討するための， い

わば前提作業としたい．

（１） 田宮格 （縞）『少年法

　

条文解説』２９８頁 （舟山泰範執筆）（１９８６）‐
（２） 同上．
（３） 同上２９９頁． すでにいくたびか具体的事例に応じて， 少年保護関係者， 新聞社， 新聞協会等， 共同の研究会が催

　

され， 匿名報道を求める声が強まってはきているが， 現状は， わずかに， 未成年者や強姦犯罪の被害者に対して配

　

慮がなされているにすぎない‐
「子どもの権利条約」との関係で罰則導入の可能性について論ずるものとして， 永井

　

憲一・寺脇隆夫（縞）『解説

　

子どもの権利条約』１６２頁（１９９０）． なお， 犯罪報道のあり方をめぐっては， 参照， 法

　

学セミナー増刊 『資料集・人権と犯罪報道』（１９８６）， 同・『人権と犯罪報道を考える』， 同『犯罪報道の現在』（１９９０）

　

など．
（４） 実名報道一般と表現の自由との関係について論ずる憲法学説も少ない‐ そのなかで， 松井茂記『「マスメディアと

　

法」 入門』１７４頁 （１９８８） は， 後に紹介するＣｏｘＢｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇＣＯＩＰ‐ｖ‐Ｃｏｌ頃事件を援用して，
「およそ実名報道

　

することが憲法上の権利として制約しえないかどうかはともかくとして， 少なくとも裁判の報道として真実を伝え

　

ている限りは， 実名報道は原則として認められるべきであろう．」としている‐
（５） たとえば， 団藤重光・藤田宗一『新版

　

少年法〔第二版〕』４頁 （１９８４）， 松尾浩也 「アメリカ合衆国における少

　

年裁判所運動の発展」家裁月報２６巻６号１頁 （１９７４）‐

　　

すでに大正期に， 現在の少年法の前身である旧少年法， 矯正院法がアメリカ法の影響を受けて制定された経緯に

　

ついては， 森田明「少年裁判手続における 『保護．教養』の一側面」小林直樹先生還暦記念『現代国家と憲法の原

　

理』５６３頁 （１９８３）， 同「少年裁判手続における 『保護・教養』 観念」芦部信喜先生還暦記念『憲法訴訟と人権の理

　

論』７８３頁 （１９８５）．
（６｝

　

Ｔｉｎｋｅｒｖ．ＤｅｓＭｏｉｎｅｓｌｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔＣｏｍｍｕｎｉｔｙＳｃｈｏｏＩＤｉｓｔ煮ｃｔ，３９３Ｕ‐Ｓ．５０３，５１３（１９６９）．
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（７） ｌｎｒｅＧａｕｌｔ，３８７Ｕ．Ｓ‐１，１３（１９６７）．

（８） 米沢広一『子ども・家族・憲法』３８頁 （１９９２）．
（９） ＭＣｋｅｉｖｅｒｖ‐Ｐｅ．ｍｓｙｌｖ宅ｍｉａ，４０３Ｕ‐Ｓ・５２８，５４５（１９７１）－

ＱＯＤ

　

４３０Ｕ‐Ｓ．３０８（１９７７）．
ＱＤ

　

４４２Ｕ．Ｓ‐９７（１９７９）．

回

　

松井・前掲注 （４）．

１１． 少年裁判所制度とパレンス・パトリエの法理

１．少年裁判所制度の設立と展開

アメリカにおいても， 少年裁判所（ｊｕｖｅｎｉｌｅＣｏｗｔ）が設置される以前は， 刑事責任能力を有する

とみなされる少年については， 成人と同一の権利が保障され， 成人と同一の刑罰が適用されてい

たの
．しかし，このように少年に対して成人と同様に過酷な刑罰を適用することについて，人道的見

地からの反対の気運が高まり（２｝，１８８９年に， 最初の少年裁判所がイリノイ州に設置された（３）． 以来，

２０世紀初頭にかけて， 少年裁判所は全米各州に急速に広まっていった（４）． 当初， 少年裁判所におい

ては， 成人に適用される刑事裁判とは異なり， 陪審による審理， 裁判の公開， 弁護人依頼権， 黙秘

権等は少年の情緒を傷つける有害なものとして排斥されるなど， インフォーマルな手続がとられて

いた｛５）．

　

このような少年裁判所の特別な手続の合憲性は， 早くから争われたが， その多くは少年裁判所の

合憲性を支持するものであった． この中にあって， 指導的判例と目されているのが，１９０５年のペン

シルヴァニア州最高裁のＦｉｓｈｅｒ判決である｛６）．

　

少年が自堕落な生活に陥るのを救い， 保護するために， 生みの親が少年を家に拘束することによってその自由を一

時的に侵害するのに何らの手続を必要としない． これと同様に， 同じ目的で， 州が親の代わりに， パレンス・パトリ

エとして，少年を裁判所に連れてくるのに何らの手続を必要としない｛７）‐“…・これらの法を適用することによって，少

年の自由が不当に侵害されることにはならない‐ なぜなら， 法は， 他の監護者がいない場合に， 必要な親の権利や義

務に肩代わりして， 州がその義務をはたすことを承認しているのであって， 少年の保護， 監護， 教化（ｔｒａｉｎｉｎｇ）を目

的としているからである｛８｝．

　

このようにＦｉｓｈｅｒ判決は州の親代わりの権限， いわゆるパレンス・パトリエという考え方｛９｝を援

用することによって， 少年裁判所の特別な手続は憲法に違反しないとしたのである． その後の少年

裁判所の発展は，おおむねＦｉｓｈｅｒ判決の示した線に沿うものであった（１０）．しかし，少年裁判所の特

別な手続に対する批判は相当強く（１１），１９６０年代に入ると，連邦下級審や州裁判所のいくつかで違憲

判決が下され， また， いくつかの州では少年裁判所法の改正がなされた（１２｝． そして，１９６０年代後半

に入って， 連邦最高裁において， 少年裁判所における特別な手続が， 憲法上のデュー・プロセスの

保障に反しないかが正面から争われるに至った．

２． 少年手続におけるデュー・プロセスの保障とパレンス・パトリエの法理

　

まず，１９６７年のＫｅｎｔ事件（１３）においては， 少年裁判所から刑事裁判所への移送決定の合憲性が争

われた．
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たとえインフォーマルであれ， 通常の裁判権の放棄手続命令の開始以前に， 少年に対して審理の機会が保障されな
ければならない‐ ……我々は， 通常の刑事手続におけるすべての要件に， ……少年審理が合致しなければならないと
いうことを要求しているわけではない‐ ただ， 審理はデュー・プロセスと公平さ （ｆａｉｍｅｓｓ）の本質に合致するような
ものでなければならないと述べているにすぎない．

｛１４｝
‐

　

フォータス裁判官は， 法廷意見で， このように述べて， 少年裁判手続にも， 通常の刑事裁判手続

において要求されるそれと全く同一のものではないが， デュー・プロセスの保障が及ぶことを明ら

かにした．

　

次いで， 最高裁は， 親が１５歳の子どもの釈放を求めた１９６７年のｌｎｒｅ Ｇａｕｌｔ事件（１みにおいて，
少年裁判手続におけるデュー・プロセスの保障の要請を徹底させた． Ｋｅｎｔ判決と同じくフォータス

裁判官による法廷意見は，ＢｉｌｌｏｆＲｉｇｈｔｓが成人専用の規定ではないことは先例に照らして自明であ

る（１６）としたうえで， パレンス・パトリエの法理について以下のように述べた．

　

このラテン語 （パレンス・パトリエ） は少年を憲法上の保障から排除することを求めていた人々には大きな助けと
なった． しかし， その意味するところはあいまいであり， その歴史と少年裁判所制度との関連性は根拠が疑わしい‐
パレンス・パトリエの出目は衡平法裁判所に遡るといわれているが， 子どもの財産的利益と身体を保護するための州
の親代わりの （ｉｎｌｏｃｏｐａｒｅｎｔｉｓ）権限を表すものであって， 刑事裁判の歴史においてこの法理が用いられることはな
かった（１７｝．

　

このように法廷意見は， パレンス・パトリエの法理に痛切な一撃を加えるに至った力郊１８）， ここで，
最高裁が批判しているのは， パレンス・パトリエの思想それ自体ではなく， それが少年裁判所の理

念として援用されることになった歴史的過誤とパレンス・パトリエがデュー・プロセスの否定に利

用されたことについてであって（１９）， 多くの論者が指摘しているように， パレンス・パトリエの理念

を基本理念とする少年裁判所の理念そのものが否定されたわけではなかった（２０｝． この点について，
法廷意見は以下のように述べている．

　

少年に与えられる特別な保障によるメリットはデュー・プロセスを否定することによる不利益によって相殺される
ようなものではない． デュー・プロセスの基準を遵守するということは， それが賢明かつ温情をもって適用される場
合には， 少年手続の持つ実質的な利点を放棄したり廃止することを州に対して要求するものではない（２１）‐ ……我々は
少年裁判手続をいやしめたり， 犯罪少年に対する現行制度に価値がないというつもりはない． 少年裁判所の提唱者が
ユニークな利点を主張する少年裁判手続の特色は， 憲法条項の導入によって害されるものではない． たとえば， 少年
を成人と別個の手続によって審判するという称賛に値する原理は， ここで論じられている手続問題によってなんらか
の影響を受けるものではない（２２）．

　

このように，Ｇａｕｌｔ判決においては，少年裁判所の理念そのものは，むしろ積極的に評価されてい

たのであった（２３）． このことは， 少年裁判手続においても成人の刑事手続に適用されるのと同じ証拠

法則が要求されるとした１９７０年のｌｎｒｅ Ｗｉｎｓｈｉｐ事件２４）でも確認されている．

我々は， 合理的な疑いをこえる証明という保障を少年に与えることが少年手続の利点を害するという主張には賛同
できない． この基準を適用することは……少年手続を秘密 （ｃｏｎｆｉｄｅｎｔｉａｌ） にしているニュー・ヨーク州の現行の少年
保護政策を害するものではない．また事実認定の審理の非形式性（ｉｎｆｏｒｍａｌｉｔｙ），柔軟性，迅速性にも影響はないであ
ろう． ……同様に事実認定以外の特有の手続にも影響は全くないであろう（２５）‐

　

さらに， 最高裁は，１９７１年の Ｍｃｋｅｉｖｅｒｖ．Ｐｅｎｎｓｙｌｖｚｍｉａ事件（２６｝において， 憲法上保障される権
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利であっても， 少年手続において否定される場合があることをはっきりと確認した．この事件は１５

歳と１６歳の少年が陪審裁判を受ける権利を主張したものであるが，ブラックマン裁判官の法廷意見

は， 少年裁判手続にこの権利を適用することを否定した．

　

当裁判所は， 成人に保障されるすべての憲法上の権利が少年裁判手続における少年に対しても適用されるとは述べ

たことがない． 憲法は第六修正において陪審裁判を受ける権利を保障しているが， このことから， この権利が自動的

に少年手続にも適用されるというわけではない‐Ｇａｕｌｔ判決はむしろこれとは逆の結論を帰結している． たしかに，

我々は，Ｇａｕｌｔ判決以後，Ｗｉｎｓｈｉｐ判決で，証拠原則の問題について，少年手続にもデュー・プロセスの保障が及ぶこ

とを明らかにしたが， 事実認定手続と事実認定後の処遇決定手続は， その目的もその性質も異なるものである‐ 当裁

判所は， 少年裁判におけるデュー・プロセスと公平の保障を発展させてきたが， それは， 事実認定手続に関してであ

り， 陪審は正確な事実認定のために不可欠なものではない‐ 陪審審理は少年手続の事実認定段階では憲法上の要件と

いうことはできないα７）
．

　

このように， 最高裁は事実認定手続においては， 正確な事実認定のためにデュー・プロセスの要

請が優位するが，それ以外の少年手続の段階においては，
「親しみがありインフォーマルで保護的な

少年手続の理想」（２８｝が優位することを明らかにした． このことは， 非行少年の予防拘禁制度がデュ

ー．プロセスに違反するかが争われた１９８４年のＳｃｈ須ｌｖ‐Ｍａｒｔｉｎ事件（２９｝で再確認された． 法廷意

見を書いたレーンキスト裁判官は 「州は少年の福祉を守りこれを増進するためのパレンス・パトリ

エとしての利益を有しているのであり， この利益は少年手続を青年の刑事裁判とは本質的に異なっ

たものにする．」
｛３０）と述べて， 再びパレンス・パトリエの法理を援用することによって， 刑事裁判と

少年裁判の本質的な差異を強調し， 事実認定手続に関しない予防拘禁の制度はデュー・プロセスに

違反しないとした．

　

以上みてきたように，１９６７年のＧａｕｌｔ判決以来， 最高裁では， 事実認定手続に関する限り少年手

続のデュー・プロセス化が， 徹底されていったが， 他方， 正確な事実認定に不可欠とはいえない陪

審裁判を受ける権利， 予防拘禁制度からの身体の自由などは， 憲法上の権利であっても， 少年裁判

制度の基本理念から， 少年手続には適用されない， ということが明らかになった．

（１） Ｍａｃｋ，力膨ルリ靴綿ｅＣ伽戚２３Ｈ旺ｚｖＡＲＤＬ‐Ｒｉｇｖ‐１０４，１０６（１９０９）‐刑事責任能力の年齢は， 州によってまちまちであ

　

ったが， だいたい７歳から１２歳のくらいまでは無能力とされていた‐
（２） 少年裁判所力橘設置されるに至った背景には， 第一に新しい犯罪学， 刑事学の発生， 第二に宗教的， 人道的， 市民

　

的情熱の刑事司法への導入が堵摘されている‐ 松尾浩也「アメリカ合衆国における少年裁判所運動の発展」 家裁月

　

報２６巻６号２頁 （１９７４）．
（３） ＆ＦＯＵＲＹ，ＣＨ比ＤＩ鵜ＮＢＥＦＯＩ蝦 “燭 Ｑ）ＵＲＴ，４２（１９８７）‐

（４） ｌｄ．ａｔ４３‐

（５） 松尾浩也 「少年法と適正手続」ジュリスト

　

４６４号８４頁 （１９７０）．
（６） Ｃｏｍｍｏｎｗｅａｌｔｈｖ‐Ｆｉｓｈｅｒ，２１３Ｐａ‐４８，６２Ａ．１９８（１９０５）．

（７） ｌｄ‐ａｔ２００‐

（８） ｌｄ‐ａｔ２０１．

（９） パレンス・パトリエの思想の発祥は１６世紀イギリスの大法官裁判所の衡平法上の管轄権にまで遡るといわれる

　

が， アメリカにおいては，１９世紀初頭に， 貧困から不良少年たちを救いだすために少年教護院（ＨｏｕｓｅｏｆＲｅｆｕｇｅ）

　

を建てたクゥエイカーたちの思想にみられるという‐云”解“湾 入硲”” Ｒ頻のｍ二Ａ７２

　

圧凝り“餌Ｚ

　

Ｒ辱め８飾りβ，２２

　

ＳＴ！口ＪＦＯＩＺＤ Ｌ．ＲＩＷ‐１１８７，１１８８‐９３（１９７０）‐森田明 「青少年の人権とパターナリズム」 ジュリスト ８８４号１６３‐６４頁

　

（１９８７）．
（１の

　

松尾浩也 「アメリカにおける少年裁判所運動の発展」１９７３

　

アメリカ法

　

２０９頁‐
ＱＤ

　

これらの批判の第一は， 本文で示したように憲法上の適正手続からのものであり， 第二はアメリカ社会において

　

多発する犯罪問題に対して法と秩序を求める刑事政策的批判であったといわれる‐ 松尾・前掲注（２） １３頁．
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祐

　

一

（１２｝

　

松尾・前掲注（ｌｏ｝

　

２１３頁． 徐州の改正少年法のうち，徹底した手続的保障と責任主義を取り入れ，成人の刑事手続

　

にかなりちかいものとしてワシントン州の少年法をあげることができる． この少年法の紹介としては， 瀬木比呂士

　

「米国ワシントン州新少年法の背景とこれに基づく手続の事情」家裁月報３６巻１１号

　

１９５頁 （１９８４）．
（１３Ｄ

　

Ｋｅｎｔｖ．Ｕ．Ｓ．，３８３Ｕ‐Ｓ．５４１（１９６６）‐
（１の

　

ｌｄ‐ａｔ５６２．

（蹄

　

１ｎｒｅＧａｍｔ，３８７Ｕ‐Ｓ‐１（１９６７）．
住め

　

１ｄ‐ａｔ１３・
（１の

　

１ｄ‐ａｔ１６‐

鰯

　

松尾・前掲注（２） １４頁．
回

　

田宮格「少年裁判とデュー・プロセス」家裁月報２４巻１２号２１頁 （１９７２）‐
例り

　

たとえば， Ｋｉｎｔｚｉｎｇｅｒ， Ｆ“ｇｄ◇粥

　

ｑ

　

ｆ ｐだ騒

　

悌． ルリ禦滋 Ａ伽の幽妙′Ａ

　

Ｃ鯛舜たか

　

β８加鑑“

　

Ｃの憾＃加〆ｏ叛２Ｚ

Ｐ締ｏ“≠然 α７２〆 Ｒｅ殻秀燐加ごあれ，６５１０ＷＡＬ．ＲＩＩＶ．１４７１，１４８１（１９８０）‐田宮・前掲注”の２１頁．
岡

　

３８７Ｕ．Ｓ．ａｔ２１‐
縫の

　

ｌｄ‐ａｔ２２‐

解） 田宮・前掲注（１９

　

２１頁．
企め

　

１ｎｒｅ ｗｉｎミ由ｉＰ，３９７Ｕ．Ｓ‐３５８（１９７０）．
㈱

　

１ｄ‐ａｔ３６６－６７．

α６０

　

４０３Ｕ．８５２８（１９７１）‐
師

　

Ｍ‐ａｔ５３３一４５・
鑓

　

１ｄ‐ａｔ５４５．

側Ｄ

　

ｓｃｈａｌｌｖ－Ｍａｒｔｉｌｌ，４６７ｔ１３２５３（１９８４）．
栂の

　

１ｄ‐ａｔ２６３．

ｍ． 少年の匿名性の保護と表現の自由

１． 少年の匿名性の保護

　

１１． でみたように， 連邦最高裁は， 少年裁判手続にデュー・プロセスの要請を徹底させ， 少年裁

判手続における特別の保障のうちいくつかを排除してきた． しかし， 一方で， パレンス・パトリエ

を基本理念とする少年法の理念じたいは最高裁も承認するところであり●， また， 成人に対して保障

されるすべての憲法上の刑事手続の権利が少年手続に適用されるものではないことも明らかに

し｛１｝， 少年裁判手続においても成人と同等の憲法上の保障が与えられなければならないという考

えα）を否定した．

　

さて， このような状況の中で， 本稿の関心である少年の氏名の公表の問題はどのように考えられ

るのであろうか．合衆国のほとんどすべての州は，少年の匿名を保護するために，何らかの方法で，
少年のアイデンティティの公表を禁止する法律を制定している｛３｝．

　

これらの規定が少年に対する特別の配慮にもとづくものであることは明らかである． 少年の氏名

の公表に反対する論者は， その論拠として， ①犯罪者として少年の氏名を公表することによって少

年は慰めを受け， 自尊心を傷つけられ， このことによって少年の健全な成長が阻害される． ②少年

に犯罪者の汚名を着せることは， 将来の非行の再発を誘発することになる． ③少年の氏名が公表さ

れるなら， それは家族をも困惑させ， 少年が非行から立直るために健全な家庭に戻ることの阻害と

なる． ④少年の氏名の公表は一種の刑罰に等しい． 犯罪者の汚名をきせられることによって社会か

ら疎外され， 将来の進学や雇用の機会を失うことになり， これは少年手続の保護的， 更生， 教育的

目的に反する， などの点を主張している（４）．

４０
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他方， 少年裁判手続の秘密性を批判する論者は， その論拠として， ①氏名を公表することは， 増

大する少年犯罪に対して威嚇効果がある． 公表が少年の更生を阻害するとしても， 少年裁判手続が

その更生目的を十分に達成していない以上，威嚇効果の価値はきわめて重大である（５）．②凶悪な少年

犯罪からの社会の防衛． ③少年犯罪者の氏名を公表することは少年に社会の価値を教えることであ

り， 社会の一般予防を促進する． ④国民が少年裁判手続を監視することは， 少年犯罪者に対して公

平さ（ｆａ圭ｍｅｓｓ）を保障することになる． また， 国民の監視によって少年裁判所は少年の処遇につい

て効果的な方法をとることに責任を負うことになる． ⑤氏名を公表しないならば， 社会の 「知る権

利 （ｒｉｇｈｔｔｏｋｎｏｗ）」 を侵害する， などの点を主張する｛６）．

２．Ｓｍ′飴判決以前の判例

　

少年裁判にかかわる少年の氏名の公表に関する規制の合憲性が，州裁判所や連邦下級審で争われ

た事件はそう多くはない｛７）．ここでは， このような規制の可否についての判断が分かれた１９６８年の

二つの事件を紹介する．

　

ひとつは，ｌｔｈａｃａｊｏｕ］ｒｎａＩＮｅｗｓ，ｌｎｃ．ｖ‐ＣｉけＣｏｕｌｎ 事件（８）である． この事件では， ３名の少年が

軽窃盗の罪に問われていたが， 市裁判所は正式審理開始とともに， 非公開， 氏名の公表禁止を決定

した． ところが， その命令が発せられた法廷で傍聴していたにもかかわらず， 同日午後， 少年の氏

名， 住所， 被疑事実を公表した記事が新聞に掲載されたために， 新聞社が， 裁判所侮辱罪に問われ

た． 新聞社側は， 事件の情報は， 裁判所の命令以前に入手したものであると主張した． ニュー・ヨ

ーク州最高裁は， 州法を厳格に解釈して， 少年のプライバシーは， 裁判所の命令後に保障されるも

のであって， それ以前に新聞が入手した情報について規制を及ぼす権限は裁判所にはない， との判

断を下した◎
．

　

これとは対照的に， メディ アによる少年の氏名の公表の規制を認めたのがＶｉｒｇｉｎ

　

ｌｓｌａｎｄｓ

　

ｖ‐

Ｂｒｏ（遁世ｓｔ事件｛１０｝である． この事件で， 連邦地裁は， 少年裁判手続にある少年の氏名と肖像の公表

を禁止する州法（１１）に違反した出版社に対して罰金を科すことは第一修正に違反しないと判断した．

この判決で， 裁判所は， 第一に， 少年の氏名を秘匿しておくことは教育的かつインフォーマルな社

会目的に合致するとした点と， 第二に， 裁判所は公表によって侵害される利益として， 少年の情報

そのものと少年裁判手続そのものを挙げている点が注目されよう．

　

いずれにせよ，Ｓｍｉｔｈ判決以前の連邦下級審や州裁判所の判例は， 少年の氏名の公表をメディア

に対して全面的に禁止していたわけではなかった．

　

このように， 少年の氏名の公表を禁止しうるか否かについて， 州裁判所や連邦下級審では必ずし

も， 明確な判断がなされていたわけではなかった． このような状況下にお．いて， 連邦最高裁がどの

ような判断を下すかが注目されていた． 連邦最高裁が， メディアによる少年の氏名の公表の事件と

は異なるが， 少年の匿名性について最初の判断を下したのは，１９７３年のＤａｖｉｓｖ．Ａ１ａｓｋａ事件にお

いてである． 本件においては， 未成年者 （窃盗事件の犯罪事実を立証するための証人）（１２）の犯罪記

録の照会を禁止する裁判所命令の合憲性が争われた．

　

バーガー長官の書いた法廷意見は， 結局のところ， 第六修正の自己に不利な証人と対決する権利

と少年の匿名を保護する州の利益を比較衡量し， 前者は最高の（ｐａｒａｎｎｏｌｍｔ）憲法上の権利であり，

後者によって侵害することは許さないとした（１３）．

　

このように最高裁は， 少年の匿名性を保護する州の利益を認めながらも， それは第六修正との関

係では後退するとしたが，表現の自由との関係ではどうなのか，なお未解決の問題として残された．

・マス・メディアによる少年の氏名の公表が， 連邦最高裁で正面から取り上げられた最初のケース
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一

は１９７７年の ｏｋｌａｈｏｍａＰｕｂｌｉｓｈｉｎｇＣｏｍｐそｕｌｙｖ．ＤｉｓｔｒｉｃｔＣｏｕｌｎ 事件（１４｝であった．

　

この事件では， 第二級謀殺の青少年犯罪 （ｄｅｌｉｎｑｕ組ｃｙ） で起訴された１１歳の少年の氏名， 肖像

の公表をメディアに対して禁止する裁判所命令（ｐｒｅｔｒｉａｌｏｒｄｅｒ）の取り消しが求められた｛１５）． 少年

裁判所で開かれたｄｅｔｅｎｔｉｏｎｈｅａｒｉｎｇは事実上公開であって，新聞社の記者，カメラマンが出席して

いた． 審理の過程で， 記者は少年の氏名を知り， 法廷から連行される際に写真を撮影したものであ

る． このニュースと写真は実名でただちに報道された． そして， 約一週間後の審理の際に， 裁判は

非公開に変更され，本件で問題となっている命令がだされた．最高裁は，実名報道を許容した先例｛１６）

にもとづいて本件命令は第一修正に違反するとの判断を下した（１７｝．

３． Ｓｍだｈ判決

　

次いで， 連邦最高裁は， ２年後の１９７９年のＳｍｉｔｈｖ‐ＤａｉｌｙＭａｉＩＣｏｍｐａｎｙ事件｛１８）で， 再びこの

問題に直面した．

　

この事件は，１４才の少年が沓校内で同じ学校の生徒を射殺した事件で，警察の無線を傍受した（１９）

新聞社２社が学校で目撃者等に取材した結果， 被疑者の氏名を知り， 警察に連行されて学校に戻っ
てきた被疑者の写真を撮影した． この事件が当日と翌日の新聞に実名と写真入りで掲載された（２０）．
ところで， ウエイト・ヴァージニア州法は， 裁判所の書面による許可なしに， 裁判手続に継続中の

少年の氏名を新聞に公表することを禁止していた（２１）． 問題となった新聞社は， いずれも裁判所によ

る許可を得ずに記事を掲載したために， 州法違反に問われて起訴され， 州法の合憲性が問題となっ
た（２２）

．

　

バーガー長官による法廷意見は， 合法的に入手し， かつ真実である情報の公表をも禁止する州法

は違憲であるとしたが， その理由は以下のとおりである．

①

　

州法の規制が，事前規制であるか，事後規制であるかにかかわらず（本件ではどちらにあたるかは問題ではない．）

　

後者にあたるとしても， 州法が真実の情報を規制するものである以上， 州法の合憲性をいうためにはもっとも高度

　

な州の利益 （ｔｈｅｈｉｇｈｅｓｔｆｏｒｍｏｆｓｔａｔｅｉｎｔｅｒｅｓｔ） が存在しなければならない‐
②

　

先例に照らせば， 情報が真実であって， それが一度公表されたか｛２３），すでにｐｕｂｌｉｃｄｏｍａｉｎに属するものであれ

　

ば（２４｝， 裁判所がその情報に対して規制を加えることは憲法上許されない‐
③

　

このことから， 最も高度な（ｈｉｇｈｅｓｔｏｒｄｅｒ）州の利益が存在しない限り， 新聞が合法的に入手した公共の重大事

　

（ｐｕｂｌｉｃｓｉｇｎｉｆｉｃｚｍｃｅ） に関する真実の情報の公表を禁止することは憲法上許されない．
④

　

州の唯一の利益は， 少年犯罪者の匿名を維持することであって， これは少年の更生を促進する． なぜならば少年

　

の氏名の公表は反社会的行為の再発を誘発し， 将来の雇用機会等を失わせるからである， と主張されている．
⑤

　

これらの州の利益はそれ自体非難されるべきものではないが， 我々がすでにＤａｖｉｓ判決で述べたように，この州

　

の利益も憲法上の権利に服さなければならない． 本件では， 第一修正という憲法上の重大な権利の侵害が問題とな

　

っている以上ＪＨの利益はこの憲法上の権利に規制を加えるのを正当化するほど重大なものということはできない‐
⑥

　

また， 州法は新聞のみを規制の対象としてそれ以外のメディアによる氏名の公表を何ら規制していないことか

　

ら（２５）， 立法目的を十分に達成できない．
⑦

　

さらに， 少年の匿名性を維持するために刑罰をもって保護しようとする州はウエスト‐ヴァージニアを含めてわ

　

ずか五州しかない． 同様の利益をもつ他の州は他の方法によって州の利益を実現させているのであって， 州の利益

　

を維持するために刑罰は不可欠であるということはできない‐

（１） Ｍｃｋｅｉｖｅｒｖ‐Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ，４０３Ｕ．Ｓ．５２８（１９７１）‐ＳｅｅＮｏｔｅ，Ｚ雄 賜物ｏ７ｓＲ愈ぬなＺＯＡ彰“あれα”ｄ云彰 Ｒｅｑ粥惚雛ｅ可

　

ｑ

　

ｆＲロメｅれ放ＺＣＯ郡８鶴 ６０ＶＡ．Ｌ．ＲＩＷ．３０５，３１５（１９７４）．
（２） Ｒｏｓｅｎｂｅｒｇ，７１疑 Ｃの憾“加がのｍ‘Ｒ愈たおｑｆＣ肋姫陀れＣ物７ｇＢｄｗＺ鉱 Ｃ”ｍＢ′Ｐｍのｏｓメカγ尺ｇ加創 わ云海％ｏごｓｏ

　

Ｄ禽加川 召凝ろ２７ＵＣＬＡＬ．ＲＥＶ．６５６（１９８０）‐
（３） ４４３Ｕ．Ｓ．ａｔｌ０５．

４２
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（４） 泣Ｆｏｔ頂Ｙ，ＣＨＩＬＤ疑Ｎ ＢＥＦＯ１ｚＥＴＨＥＱ）ＵＲＴ，５５－６（１９８７）．

（５） アメリカでは悪質な少年犯罪が激増しているといわれている‐ 渡辺尚「最近における米国少年法制の動向 （上）」

　

ジュリスト

　

７６０号

　

１０１頁 （１９８２）．

（６） 鴎Ｆｏ班ｚＹ，溜めｍ１ｌｏｔｅ（４）ａｔ５７‐

（７） Ｋｍｔｚｉｎｇｅｒ，Ｆだｄｏ粥 ｑｆＰ〆８鞘 雄．ルリ８川をＡ削れ班彰か′Ａ ＣＯ”宛化すβ桝Ｗｅ靴 の郡触媒か卿‘Ｐ“ｏ“＃ｇｓ 鯛ｄ

　

Ｒｅ彰脱互加加〃，６５１０ＷＡＬ‐Ｒｊ≧Ｖ‐１４７１，１４８１（１９８０）．

（８） ５８Ｍｉｓｃ，２ｄ７３，２９４Ｎ．Ｙ．Ｓ‐２ｄ５５８（Ｓｕｐ．Ｃｔ．１９６８）‐

（９） 本件では， メディアに対して少年の氏名の公表を禁止する州法の合憲性が判断されたわけではなかった． 裁判所

　

は， 正式起訴または裁判所が審理を非公開とした後の少年のプライバシー保護を規定している州法を厳格に解釈し

　

て， 本件で問題とされた審理開始前の氏名公表を処罰の対象としなかった．

Ｑの

　

２８５Ｆ・Ｓｕｐｐ‐８３Ｌ①‐Ｖ・１・１９６８）．

回

　

州法によれば， 少年裁判管轄権のもとにある少年に対しては新聞， ラジオ， テレビ局は， 裁判所の許可がなけれ

　

ば， 少年の氏名， 肖像を公表してはならないという包括的な禁止が定められ， 違反者に対しては罰金もしくは懲受

　

刑が科せられる．
Ｑの

　

この少年は， 窃盗の前科があり， 保護観察（ｐｒｏｂａｔｉｏｎ）下にあり， 被告人側は， この少年の証言に関して， 保護

　

観察中のために警察に有利な証言をした疑いがあると主張して証言の信愚′性に疑問を呈するために， 少年の刑事記

　

録の閲覧を求めていた． これに対して検察側は， 少年の犯罪記録の照会を禁止するｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅｏｒｄｅｒを裁判所に求

　

めた． 裁判所はこの要求を容れて， 前記命令を発したものである．

Ｑ３） ホワイト裁判官 （レーンキスト裁判官が同調） は， 本件は単なる裁判所の裁量の問題であり， また少年の犯罪記

　

録を照会できなかったことによる実害は何ら存在しないから， 本件においては憲法問題は生じないとの反対意見を

　

述べている‐ またスチュワート裁判官は， 法廷意見に同調しつつも， 対審の権利は絶対的なものではないというこ

　

とを付け加える補足意見を述べた‐
（１参

　

４３０Ｕ‐Ｓ．３０８（１９７７）．

鯛

　

新聞社は， ただちにこの命令の取り消しを求めたが， オクラホマ州最高裁は， 裁判所の命令がないかぎり少年裁

　

判手続を非公開にすることを定めた州法を根拠にしてこの訴えを退けた．５５５

　

Ｐ‐２ｄ

　

１２８６（１９７７）．最高裁では，

　

ｃｅｌ観ｏｒａｉｒａｉを受理した同日に判断を下すという異例の措置がとられた‐

Ｑ６） ＣｏｘＢｒｏａｄｃａ教ｉｎｇＣｏｒｐ．ｖ．Ｃｏｌ印，４２０Ｕ‐Ｓ‐４６９（１９７５）．この事件では， 起訴段階であっても， 強姦の被害者の正確

　

な氏名の公表を犯罪にすることは許されないとした． また， 翌年最高裁はこの原則を再確認して， 訴訟の継続中に

　

有罪の立証にかかわる特定の情報の公表をプレスに対して禁止する裁判所命令は違憲であるとの判断を下した．

　

ＮｅｂｒａｓｋａＰｒｅ繁 Ａｓ連ｍ．ｖ‐Ｓｔｕａ仕，４２７Ｕ‐Ｓ．５３９（１９７６）．

（１の

　

本件においても， 前掲注｛１◎の先例の原則が確認され， 最高裁は， 裁判所が， 州法にもとづいて， 審理を公開にす

　

るための命令を明確に下したか否かにかかわらず， 報道機関が， 事実上， 審理の場に出席していて， そこで収集し

　

た情報の公表を禁止することは第一修正に違反すると述べた． ただし， 本件においては， 上訴人が州法の合憲性を

　

争っていないため直接違憲の判断がくだされたわけではない．
（１瀞

　

４４２Ｕ．Ｓ‐９７（１９７９）．

（１９り

　

警察無線の周波数にあわせて傍受し， 情報を入手することは恒常的に行なわれており，違法なことではない‐ｌｄ．

　

ａｔ９９‐

岡

　

新聞社二社のうち一社は， 州法で氏名の公表が禁止されていることから， 氏名を伏せて記事を事件当日掲載した

　

が， 他の一社は少年の氏名と写真を入れて翌日記事を掲載した‐ そのうえ少なくとも三局のラジオ局が少年の氏名

　

を放送したので前者の新聞社も結局翌日の新開では少年の氏名を公表した‐ｌｄ．

御

　

Ｗ‐Ｖａ．ＣｏｄｅＳ４９‐７‐３（１９７６）．違反者は１００ドル以上の罰金， または５日以上６月以下の懲役， もしくはその両方

　

に処せられる．ｌｄ．Ｓ４９－７‐２０‐

鑓

　

州最高裁は州法は表現の自由に対する事前規制にあたるとして厳格審査基準を適用し，起訴の取り下げを命じた．

　

２４８Ｓ．Ｅ．２ｄ２６９（１９７８）．

回

　

ＣｏｘＢｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇＣｏｌｐ．ｖ．Ｃｏｈｎ，秘めｍ ｎｏｔｅ｛１①ａｔ４７１‐

例） ｌｄ‐ａｔ４９５．

鰯

　

前掲注回

　

参照‐

４３



浅

　

利

　

祐

　

一

ＩＶ．Ｓｍだｈ判決の検討

　

Ｓ１ｎｉ故判決の特色は， 州の少年を保護する目的と第一修正の表現の自由とを利益衡量した結果，
後者の優越性を認め， 合法的に入手した真実の情報の公表を禁止することはできない， とした割こ

あると思われる． すなわち， 同判決は， 少年に特別な配慮をする州の利益によって憲法上の権利を

制約することはできないとして， 第六修正の自己に不利な証人に対決する権利を少年手続に適用し

たＤ・ａｖｉｓ判決を先例として引用し， そのアナロジーとして本件における少年の匿名性を保護する州

の利益と表現の自由の問題をとらえたのである（１）．
（１） しかし， すでに述べたように， 最高裁は， 事実認定手続に関するかぎり， 成人並のデュー・プ

　

ロセスを導入して少年刑事司法化をすすめてきたが２）
， それ以外の領域では， パレンス・パトリエ

　

を基本理念とする少年裁判の基本理念を，むしろ積極的に評価し（３），この理念が成人の刑事手続と

　

は本質的に異なる少年手続を要請している｛４にとを承認してきた． このように事実認定手続にお

　

いてデュー・プロセスの保障が要求されるのは， Ｍｃｋｅｉｖｅｒ判決によれば， それが「正確な事実認

　

定のために不可欠な要素」（Ｓ｝だからなのである． だからこそ， 最高裁は，
「犯罪で訴追された成人

　

に保障されるすべての憲法上の権利が，少年裁判手続における少年に対しても，等しく強行され，

　

適用される」わけではない（６）ということを確認して，
「正確な事実認定のために不可欠な要素」と

　

はいえない陪審裁判を受ける権利， 予防拘禁制度からの自由などは少年手続における憲法上の要

　

件とはされてこなかったのであるの
．

　　

たしかに，Ｄａｖｉｓ事件で争われた証人の少年犯罪記録は，証人が決定的であったことから，その

　

証言の信悪性を問うためにも必要であり， 第六修正の自己に不利な証人に対決する権利は， この

　

事件においては「正確な事実認定のために不可欠な要素」であったといえるかもしれない（８）． とこ

　

ろが，Ｓｍｉｔｈ事件で争われたのは， メディアによる少年の氏名の公表であって， これは，
「正確な

　

事実認定のために不可欠な要素」であるということができない． にもかかわらず，Ｓｍｉｔｈ判決は，

　

第一修正の表現の自由と第六修正の自己に不利な証人に対決する権利との差異について検討する

　

こともなく，Ｄａｖｉｓ判決を援用し（９），憲法上の権利は州の政策に優位するとの判断を下した（１０）．こ

　

の点は， 従来， 最高裁が， 事実認定以外の領域では， 少年裁判所の保護主義的な目的， すなわち

　

パレンス・パトリエの法理に慎重な配慮を与えてきたことと大きくかけ離れているように思われ

　

る（１１）
．

（２） このことは，Ｓｍｉｔｈ判決のバランシングの仕方にもあらわれている． 同判決は， 少年の匿名性

　

を保護する州の利益と表現の自由という二つの相対立する利益を承認しながらも， 前者について

　

は最も高度な （ｈｉｇｈｅｓｔｆｏｒｍ） の利益であることを要求し（１２）， 少年犯罪者の匿名性を保護する州

　

の利益は， この要求を充たさないと判断している｛１３）． しかしながら， 最高裁は， 少年裁判の非公

　

開をはじめとして，少年のコンフィデンシャルな情報を保護する州の利益については，繰り返し，

　

慎重な配慮を与えている． 例えば，ｌｎｒｅＧａｕｌｔ判決では「少年裁判所における略式手続は， 少年

　

期の過ちを衆人の凝視から隠し， 忘れちれた過去という墓地にその過ちを埋めるという法政策に

よって擁護されるときもある． … 裁判記録を秘密にしておくことは， 裁判官の裁量である．」
｛１４）

　

と述べ，裁判記録を秘密にしておくのは州の権限であることを確認した．また，ｌｎｒｅＷｉｎｓｈｉｐ判

　

決では 「少年犯罪者のアイデンティティを明らかにするのを防ぐために用いられる手続が包括的

　

かつ効果的であれば， それだけ犯罪者という汚名を着せられる危険性が少なくなる．」
（１５）と述べ，

　

匿名性の保護に実効性があることを承認した．さらに，Ｍｃｋｅｉｖｅｒ判決が，少年裁判手続に陪審裁

４４
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判の適用を否定したのは， 不当に情報が広がるのに配慮したことも理由のひとつであった（１６）． こ

　

のように少年の匿名性を保護する利益を承認する先例に照らした場合， この利益は， レーンキス

　

ト判事が補足意見で述べているように， 表現の自由を規制するだけのｈｉｇｈｅｓｔ

　

ｏｒｄｅｒな利益であ

　

る｛１７）とする余地も十分にあったであろう．

（３） また，Ｓｍｉｔｈ判決は，ｐｕｂｌｉｃｄｏｍａｉｎの領域を拡大している．同判決が先例として引用している

　

ＣｏｘＢｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇＣｏｒｐ．ｖ‐Ｃｏ｝ｌｎ事件では，１７才の強姦被害者の氏名の公表を禁止することは，

　

第一修正を侵害するとの判断が下されたが， 被告人は， 起訴状の人定質問においてその氏名を知

　

っ たものであり（１８）， ｏｋｌａｌｌｏｍａＰｕｂｌｉｓｈｉｎｇＣｏ‐ｖ．ＤｉｓｔｒｉｃｔＣｏｕｒｔ事件においても， 当初公開であ

　

った少年裁判手続のなかで少年の氏名を知ったものであった｛１９）．このように従来，ｐｕｂｌｉｃｄｏｍａｉｎ

　

に属するとされてきた情報は， 裁判手続において公的な記録として残されていたものを， 裁判手

　

続に参加したものが入手したような場合の情報であって，Ｓｍｉｔｈ事件におけるように， メディア

　

が自ら収集した情報までをも含むものではなかった． メディアの入手した情報が何らかの形で公

　

表され， それが， すでにｐｕｂｌｉｃｄｏｍａｉｎに属し， 規制できないとするならば， たとえ違法に入手

　

した情報であれ， 一度その情報が公表されるならば， 規制できないということになるのではない

　

であろうか｛２０）． そうであれば， 少年の保護のために氏名の公表を禁止した州法の趣旨は没却され

　

てしまうことになる．

（１） Ｋ

　

１ＦＯＵＲＹ，ＣＨＩＬＤ鰹ＮＢＥＦＯＩ迅ＴＨＥ（）ＵＲＴ，６２（１９８７）．

（２） 森田明「青少年の人権とパターナリズム」 ジュリスト

　

８８４号１６０頁 （１９８７）．

（３） 田宮格「少年裁判とデュー・プロセス」家裁月報２４巻１２号２１頁 （１９７２）‐

（４） Ｓｃｈａｌｌｖ．Ｍａｒｔｉｎ，４６７Ｕ．Ｓ．２５３（１９８４）‐

（５｝

　

４０３ＵＳ．ａｔ５４３．

（６） ｌｄ‐ａｔ５３３‐

（７） ｌｄ‐ａｔ５４５．

（８） この点についてＤａｖｉｓ判決におけるホワイト判事の反対意見（レーンキスト判事が同調）は， 対審を制限するの

　

は裁判所の裁量であって， 本件はまさに裁判所の裁量が問題になっている事件であり， 憲法問題は生じないとして

　

いる‐４１５Ｕ‐Ｓ．ａｔ３２１．

（９） レーンキスト判事はＤａｖｉｓ判決の先例的意義を否定している‐４４２Ｕ．Ｓ．ａｔｌｏ９ｎ‐２（Ｒｅｉ晒ｑｕｉｓｔｊりｃｏｎＣｕｌ土ｉｎｇ）．

Ｑの

　

４４２Ｕ．Ｓ・ａｔｌ０４．

ＱＤ

　

Ｋ

　

ｉｎｔｚｉｎｇｅｒ，巽だ８の粥 ＱｆＰだ瀦 健．′仰靴”βＡ”ｏ““輝か Ａ Ｃ鰯宛緩 み郷Ｗｅｅ”Ｃｏ郡妨”加伽‘Ｐ“ｏ““鐙 α７２〆

　

Ｒｅ加屍舞如あれ，６５１０ＷＡＬ‐Ｒ１ｅｖ．１４７１，１４８０‐８１（１９８０）．

回

　

４４２Ｕ‐Ｓ．ａｔｌｏ２‐０３．しかしながら， 州の利益が， メディアの表現の自由とバランシングされる際に， 等価値のバ

　

ランシングではなく， なぜ，ｈｉｇｈｅｓｔｏｒｄｅｒであることが要求されるのか，その根拠は判旨からは必ずしも明確では

　

ない。州最高裁は， 問題の州法を表現の自由に対する事前規制として捉え， 厳格審査基準を適用したが（Ｓｔａｔｅｅｘ

　

ｒｅｌ‐ＤａｉｌｙＭａｉＩＰｕｂ．Ｃｏ‐ｖ‐Ｓｍｉｔｈ，２４８Ｓ‐Ｅ．２ｄ２６９（１９７８）‐）， 連邦最高裁は， 表現の自由に対する事前規制の問題と

　

してはとらえていない‐４４２Ｕ．Ｓ．ａｔｌｏｌ．そうであるなら， むしろ， 先例に照らせば， 表現の自由の利益が，相対立

　

する公共の利益に常に優位にしていたということはできず （ｌｄ．ａｔｌ０６（Ｒｅ土田ｑｕｉｓｔｊりｃｏｎＣｕｌ「ｄｎｇ）．）， 等価値のバラ

　

ンシングが妥当する余地も十分にあったと思われる‐

⑩

　

１ｄ．ａｔｌ０４‐

回

　

３８７Ｕ．Ｓ‐ａｔ２４‐同判決は， 続けて， 警察における犯罪の記録も裁量の問題であるとしている．ｌｄ．ａｔ２４‐５．

（１め

　

３９７Ｕ‐Ｓ．３５８，３６７ｎ‐５‐

（１６０

　

４０３Ｕ．Ｓ－ａｔ５５０‐Ｋｉｎｔｚｉｎｇｅｒ，ｓメカｍ ｎｏｔｅ（１１）ａｔ１４８１．

師

　

４４２Ｕ．Ｓ．９７，１０７（ＲｅｒｍｑｕｉｓｔＬＣｏｎｃｕｌコｄｎｇ）（１９７９）‐同判事は少年裁判所制度の設立趣旨から州の保護主義的， 更生

　

的な役割は十分に尊重されるべきであり， 氏名の公表は少年の更生にｈａｒｐｎｆｕｌｉｍｐａｃｔを与えると説いている‐

（１め

　

４２０ｕｓ・ａｔ４７２．

（１９Ｄ

　

４３０Ｕ．Ｓ‐ａｔ３０９．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４５



浅

　

利

　

祐

　

一

姥の

　

Ｋｉｎｔｚｉｎｇｅｒ，跳力ｍ ｎｏｔｅ（１１）ａｔ１４８９一９０・

Ｖ． おわりに

　

Ｉ

　　

Ｖ．の考察から，Ｓｍｉｔｈ判決は，必ずしも先例に即したものではなかったことが明らかにされた．
先例が少年の匿名性を保護する州の利益を繰り返し， 承認してきたのに対して，Ｓｍｉｔｈ判決は， こ
の州の利益を過小評価しているように思われる（１｝．Ｄａｖｉｓ判決を援用し，このような州の政策も憲法
上の権利には服さなければならない（２）として， 州の利益に対立する権利の差異に着目しないＳｍｉｔｈ
判決の枠組みによれば， 少年保護のための政策が憲法上の権利と対抗関係に立ったとき， 常に， 後
者が優位するという結論を導きかねない｛３）．これは，成人に保障されるすべての憲法上の権利が少年
裁判手続における少年に対しても適用されるわけではないということを確認した Ｍｃｋｅｉｖｅｒ判決（４）

と明らかに矛盾する．

　

少年裁判手続における氏名の公表禁止が，少年及びその家族のプライバシーの保護とともに，
「審

理を公開したりみだりに記事等の公表をしたりしないことによって少年個人の保護・更生をはかる
とともに，それが再犯を予防する上からも効果的である」（５｝という個別化の原理にもとづいて制定さ
れている以上， 表現の自由との抵触が問題になった場合には， 結局のところ，

ｒその公表がその少年
の保護・更生， 再犯予防にどの程度の害悪を与えるかについて個別的な利益衡量によって決するほ
かないと思われる（６）． その意味で利益衡量の手法を用いたＳｍｉｔｈ判決は妥当であるが， 少年保護の
目的をあまりに過小評価したところにこの判決の問題点がある．

　

同判決が， このように少年保護の目的を過小評価した利益衡量のテストを用いたのは， 少年の年
齢や事件の重大性に着目したためのようにも身受けられる｛７）． その意味では， 同判決は， デュー・プ
ロセスの導入以来，

「少年司法の目的自体を保護ではなく刑罰に置きかえるという急旋回」（８）をして
いるアメリカ少年司法の流れ｛９｝のなかの－判決として位置づけられるのかもしれない．しかし，最高
裁は，１９８４年のＳｃｈａｌｌ判決において，非行少年の予防拘禁制度に対する違憲の挑戦について，ふた
たびパレンス・パトリエの法理を援用し， これをしりぞけた（１０）． Ｓｍｉｔｈ判決においても， 少年の匿

名性を保護する州の利益自体が否定されたわけではない． アメリカ少年司法の分野におけるパレン
ス・パトリエの法理とデュー・プロセス化の緊張関係はまだ続くように思われる（１１）．

（１） Ｋｉｎｔｚｉｎｇｅｒ，Ｆだｅｄの艇 ｑｆｐ’ｇｓｓ 偲云卿靭液 Ａｍ勿吻すか′Ａ Ｃ鯛扉化ＺＢ鍔勿兜“ Ｃの彼滋加”◇勲２ＺＰ“ｏ“Ｚｉ鍋 α７２〆

　

Ｒ８ん２る添加数燐，６５１０ＷＡＬ．ＲＥＶ．１４７１，１４８３（１９８０）．
（２） Ｓｍｉｔｈｖ．ＤａｉｌｙＭａｉＩＣｏｍｐａｎｙ，４４２Ｕ‐Ｓ．９７，１０４（１９７９）．
（３） ＫＦＯＵＲＹ，ＣＨＩＬＤ肥ＮＢＥＦＯＩ把ＴＨＥＱ）ＵＲＴ，４１（１９８７）．
（４） Ｍｃｋｅｉｖｅｒｖ．Ｐｅｎｎｓｙｌｖ孤ｉａ，４０３Ｕ．Ｓ．５２８，５３３（１９７１｝・
｛５） 団藤重光・森田宗一『新版

　

少年法〔第二版〕』４３４頁 （１９８４）．Ｓｅｅ，Ｄａｖｉｓｖ．Ａ１ａｓｋａ，４１５Ｕ．Ｓ．３０８，３１９（１９７４）；

　

４４２Ｕ‐Ｓ．ａｔｌ０８（Ｒｅ無ｌｑｕｉ靴Ｊりｃｏｎｃｕｒｒｉｎｇ）．
（６） ＫＲＯＵＴＹ，賜り焔 ｎｏｔｅ（３），ａｔ６３．Ｓｅｅ，４４２Ｕ．Ｓ．ａｔｌ０６（Ｒｅｈｎｑｕｉｓｔｊ．，ｃｏｎｃｕｒｒｉｎｇ）．
（７） Ｋｉｎｔｚｉｎｇｅｒ，ｓ“Ｐｍ ｎｏｔｅ（１），ａｔ１４８５－８６．
（８） 森田明 「少年手続における保護とデュープロセス」 小林直樹先生古希祝賀 『憲法学の展望』６１６頁 （１９９１）．
（９） たとえば，Ｓｔａｎｆｏｒｄｖ．Ｋｅｎｔｕｃｋｙでは，１６歳と１７歳の少年に対する死刑の適用について， 現代的節度基準に反

　

しないこと，不適用についての社会的合意がないこと，立法者が死刑の存在を是認していたことなどを理由として，

　

第八修正に違反しないとした．４９２Ｕ．Ｓ．３６１（１９８９）．また， 少年用の刑事裁判所をＮｅｗＪｕｖｅｎｉｌｅＣｏｕ直として提唱

４６



小年裁判手続における実名報道の禁止

　

する学説もある‐ Ｍｅｌｔｏｎ，公α腐れ８ ＧＺ”＃ＳＢ“ｏ雄夢； ｏｗαフゼαＭ捌／卿鋼能 Ｃ似 ６８ＮＥＢ．Ｌ‐ＲＩＥＶ．

（１の

　

Ｓｃｈａｌｌｖ．Ｍａｒｔｉｎ，４６７Ｕ．Ｓ．２５３（１９８４）．

（１１） この問題を考えるうえで，Ｇａｕｌｔ判決におけるハーラン判事の以下の意見が示唆的であるように思われる．
「本件

　

において問題とされるのは， 現行の刑事裁判で用いられている手続のうちどれを少年裁判所にそのままの形で移す

　

か， ということではなく， 少年手続の基本的な公平さ（ｆａｉｍｅｓｓ）を確保するのに必要なのはどのような形の手続的

　

保障なのかを決定することである．」３８７Ｕ．Ｓ．ａｔ７４（ＨａｒｉａｎＪ‐，ｃｏｎｃｕｒｒｉｎｇｉｎｐａｒｔａｎｄｄｉｓｓｅｎｔｉｎｇｉｎｐａ式）－

４７


